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 亀山市行政組織条例及び亀山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２５日 

                        亀山市長  櫻 井 義 之 

亀山市条例第３６号 

  

亀山市行政組織条例及び亀山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

  

 （亀山市行政組織条例の一部改正） 

第１条 亀山市行政組織条例（平成１７年亀山市条例第１８４号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」とい

う。）及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」

という。）については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削

る。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を

加える。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１５８条第１項の規定

に基づき、市長の権限に属する事務

を分掌させるため、次の部及び部に

属さない課を置く。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１５８条第１項の規定

に基づき、市長の権限に属する事務

を分掌させるため、次の部及び部に

属さない課を置く。 

政策部 ［略］ 政策部 ［略］ 

総務財政部 ［略］ 総務財政部 ［略］ 

市民文化部 市民文化部 
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（１）～（１０） ［略］ （１）～（１０） ［略］ 

（１１） 博物館に関する事項  ［（１１）を加える。］ 

健康福祉部 健康福祉部 

（１）～（６） ［略］ （１）～（６） ［略］ 

 ［（７）を削る。］ （７） スポーツの推進に関する事

項 

子ども未来部 ［略］ 子ども未来部 ［略］ 

産業環境部 ［略］ 産業環境部 ［略］ 

建設部 ［略］ 建設部 ［略］ 

上下水道部 ［略］ 上下水道部 ［略］ 

防災安全課 ［略］ 防災安全課 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 亀山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２１年亀山市

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」とい

う。）及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」

という。）については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を

加える。 

改正後 改正前 

地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「法」という。）第２３条第１項

の規定に基づき、次に掲げる教育に関

する事務は、市長が管理し、及び執行

地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２３条第１項の規定に基づき、次に

掲げる教育に関する事務は、市長が管

理し、及び執行することとする。 
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することとする。 

（１） 博物館の設置、管理及び廃

止に関すること（法第２１条第７

号から第９号まで及び第１２号に

掲げる事務のうち、博物館のみに

係るものを含む。） 

（１） スポーツに関すること（学

校における体育に関することを除

く。） 

（２） ［略］ （２） ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際第２条の規定による改正前の亀山市教育に関する事務の職務

権限の特例に関する条例（以下「特例条例」という。）本則第１号に掲げる事務に

係る法令等の規定により市長がした処分その他の行為のうち現にその効力を有する

もので、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後において亀山市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理し、及び執行することとなる事務

に係るものは、施行日以後においては、教育委員会のした処分その他の行為とみな

す。 

３ この条例の施行の際第２条の規定による改正後の特例条例本則第１号に掲げる事

務に係る法令等の規定により教育委員会がした処分その他の行為のうち現にその効

力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事

務に係るものは、施行日以後においては、市長のした処分その他の行為とみなす。 

４ 施行日前に第２条の規定による改正前の特例条例本則第１号に掲げる事務に係る

法令等の規定により市長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後におい

て教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に

おいては、教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

５ 施行日前に第２条の規定による改正後の特例条例本則第１号に掲げる事務に係る

法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後
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において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後に

おいては、市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

 （亀山市歴史博物館条例の一部改正） 

６ 亀山市歴史博物館条例（平成１７年亀山市条例第６９号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（特別利用の許可） （特別利用の許可） 

第５条 博物館資料について、学術研

究等のために熟覧、模写、模造、撮

影等をしようとする者は、あらかじ

め市長の許可を受けなければならな

い。 

第５条 博物館資料について、学術研

究等のために熟覧、模写、模造、撮

影等をしようとする者は、あらかじ

め亀山市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の許可に博物館資料

の管理上必要な条件を付することが

できる。 

２ 教育委員会は、前項の許可に博物

館資料の管理上必要な条件を付する

ことができる。 

（企画展示室等の使用の許可等） （企画展示室等の使用の許可等） 

第６条 市長は、博物館の設置目的に

反しない範囲内において、企画展示

室、講義室及び実習室（以下「企画

展示室等」という。）の使用を許可

することができる。 

第６条 教育委員会は、博物館の設置

目的に反しない範囲内において、企

画展示室、講義室及び実習室（以下

「企画展示室等」という。）の使用

を許可することができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 市長は、前項の許可に博物館の管

理上必要な条件を付することができ

る。 

３ 教育委員会は、前項の許可に博物

館の管理上必要な条件を付すること

ができる。 
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（利用許可及び使用許可の制限） （利用許可及び使用許可の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれか

に該当すると認められるときは、第

５条第１項及び前条第２項の許可を

与えないものとする。 

第７条 教育委員会は、次の各号のい

ずれかに該当すると認められるとき

は、第５条第１項及び前条第２項の

許可を与えないものとする。 

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］ 

（使用者等に対する指示） （使用者等に対する指示） 

第９条 市長は、博物館の管理上必要

があるときは、使用者等その他関係

者に対し必要な指示をすることがで

きる。 

第９条 教育委員会は、博物館の管理

上必要があるときは、使用者等その

他関係者に対し必要な指示をするこ

とができる。 

（利用許可及び使用許可の取消し等） （利用許可及び使用許可の取消し等） 

第１０条 市長は、使用者等が次の各

号のいずれかに該当するときは、第

５条第１項又は第６条第２項の許可

を取り消し、利用若しくは使用の中

止を命じ、又は許可した事項を変更

することができる。 

第１０条 教育委員会は、使用者等が

次の各号のいずれかに該当するとき

は、第５条第１項又は第６条第２項

の許可を取り消し、利用若しくは使

用の中止を命じ、又は許可した事項

を変更することができる。 

（１）～（４） ［略］ （１）～（４） ［略］ 

（５） 前各号に掲げるもののほか、 

市長が特に必要があると認めたと

き。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、 

教育委員会が特に必要があると認

めたとき。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（特別の設備等） （特別の設備等） 

第１４条 第６条第２項の許可を受け

た者は、企画展示室等の使用に関し

特別の設備をし、又は企画展示室等

に変更を加え、若しくは備付け以外

第１４条 第６条第２項の許可を受け

た者は、企画展示室等の使用に関し

特別の設備をし、又は企画展示室等

に変更を加え、若しくは備付け以外
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の器具を持ち込んで使用しようとす

るときは、市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

の器具を持ち込んで使用しようとす

るときは、教育委員会の許可を受け

なければならない。 

（入館の制限） （入館の制限） 

第１７条 市長は、次の各号のいずれ

かに該当する者に対しては、博物館

への入館を拒み、又は退館を命ずる

ことができる。 

第１７条 教育委員会は、次の各号の

いずれかに該当する者に対しては、

博物館への入館を拒み、又は退館を

命ずることができる。 

（１）～（４） ［略］ （１）～（４） ［略］ 

（委任） （委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

第１８条 この条例の施行に関し必要 

な事項は、教育委員会規則で定める。 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

区分 常設展示 特別展示 

個人 団体 

学生・生

徒・児童 

１００

円 

８０円 １，０００円

以内の範囲内

で市長が定め

る額 

一般 ２００

円 

１６０

円 
 

区分 常設展示 特別展示 

個人 団体 

学生・生

徒・児童 

１００

円 

８０円 １，０００円

以内の範囲内

で教育委員会

が定める額 

一般 ２００

円 

１６０

円 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

７ 亀山市スポーツ推進審議会条例（平成１７年亀山市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 
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第２条 審議会は、亀山市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の

諮問に応じ、次に掲げるスポーツの

推進に関する重要事項について調査

審議し、及びこれらの事項について

教育委員会に建議する。 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、 

次に掲げるスポーツの推進に関する

重要事項について調査審議し、及び

これらの事項について市長に建議す

る。 

（１）及び（２） ［略］ （１）及び（２） ［略］ 

（組織） （組織） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 委員は、スポーツに関し識見を有

する者のうちから教育委員会が委嘱

する。 

２ 委員は、スポーツに関し識見を有

する者のうちから市長が委嘱する。 

（庶務） （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、教育委員会

事務局において処理する。 

第７条 審議会の庶務は、健康福祉部

において処理する。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市運動施設等条例の一部改正） 

８ 亀山市運動施設等条例（平成１７年亀山市条例第７６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

（１）及び（２） ［略］ （１）及び（２） ［略］ 

（３） 前２号に掲げるもののほか、 

亀山市教育委員会（以下「教育委

（３） 前２号に掲げるもののほか、 

市長が必要と認める業務 
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員会」という。）が必要と認める

業務 

（開場時間） （開場時間） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、教育委員会の承認を得て、別

表第１に掲げる開場時間を変更する

ことができる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、市長の承認を得て、別表第１

に掲げる開場時間を変更することが

できる。 

（休業日） （休業日） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、教育委員会の承認を得て、別

表第１に掲げる休業日を変更し、又 

は別に休業日を定めることができる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、市長の承認を得て、別表第１

に掲げる休業日を変更し、又は別に

休業日を定めることができる。 

（利用料金） （利用料金） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ 利用料金の額は、別表第２から別

表第１０までに掲げる額の範囲内に

おいて、指定管理者があらかじめ教

育委員会の承認を得て定める額とす

る。 

２ 利用料金の額は、別表第２から別

表第１０までに掲げる額の範囲内に

おいて、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める額とする。 

３ 教育委員会は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の

２第８項の規定に基づき、指定管理

者に、利用料金を当該指定管理者の

収入として収受させるものとする。 

３ 市長は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第８

項の規定に基づき、指定管理者に、

利用料金を当該指定管理者の収入と

して収受させるものとする。 
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（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１７条 施設を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、教育委員会がや

むを得ない事由があると認めたとき

は、この限りでない。 

第１７条 施設を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得

ない事由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要 

な事項は、教育委員会規則で定める。 

 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド条例の一部改正） 

９ 亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド条例（平成１７年亀山市条例第７７

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

（１）及び（２） ［略］ （１）及び（２） ［略］ 

（３） 前２号に掲げるもののほか、 

亀山市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が必要と認める

業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、 

市長が必要と認める業務 

（開場時間） （開場時間） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ
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らず、教育委員会の承認を得て、同

項に規定する開場時間を変更するこ

とができる。 

らず、市長の承認を得て、同項に規

定する開場時間を変更することがで

きる。 

（休業日） （休業日） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、教育委員会の承認を得て、同

項に規定する休業日を変更し、又は

別に休業日を定めることができる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、市長の承認を得て、同項に規

定する休業日を変更し、又は別に休

業日を定めることができる。 

（利用料金） （利用料金） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ 利用料金の額は、別表に掲げる額

の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ教育委員会の承認を得て定

める額とする。 

２ 利用料金の額は、別表に掲げる額

の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定める額

とする。 

３ 教育委員会は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の

２第８項の規定に基づき、指定管理

者に、利用料金を当該指定管理者の

収入として収受させるものとする。 

３ 市長は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第８

項の規定に基づき、指定管理者に、

利用料金を当該指定管理者の収入と

して収受させるものとする。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１７条 施設を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、教育委員会がや

むを得ない事由があると認めたとき

は、この限りでない。 

第１７条 施設を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得

ない事由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要
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な事項は、教育委員会規則で定める。 な事項は、規則で定める。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正） 

１０ 亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１７年亀山市条例第７８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業

務を行うものとする。 

（１）及び（２） ［略］ （１）及び（２） ［略］ 

（３） 前２号に掲げるもののほか、 

亀山市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が必要と認める

業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、 

市長が必要と認める業務 

（開館時間） （開館時間） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、教育委員会の承認を得て、同

項に規定する開館時間を変更するこ

とができる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、市長の承認を得て、同項に規

定する開館時間を変更することがで

きる。 

（休館日） （休館日） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、教育委員会の承認を得て、同

２ 指定管理者は、特に必要があると

認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、市長の承認を得て、同項に規
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項に規定する休館日を変更し、又は

別に休館日を定めることができる。 

定する休館日を変更し、又は別に休

館日を定めることができる。 

（利用料金） （利用料金） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ 利用料金の額は、別表に掲げる額

の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ教育委員会の承認を得て定

める額とする。 

２ 利用料金の額は、別表に掲げる額

の範囲内において、指定管理者があ

らかじめ市長の承認を得て定める額

とする。 

３ 教育委員会は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の

２第８項の規定に基づき、指定管理

者に、利用料金を当該指定管理者の

収入として収受させるものとする。 

３ 市長は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第８

項の規定に基づき、指定管理者に、

利用料金を当該指定管理者の収入と

して収受させるものとする。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１７条 施設を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、教育委員会がや

むを得ない事由があると認めたとき

は、この限りでない。 

第１７条 施設を損傷し、又は滅失し

た者は、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得

ない事由があると認めたときは、こ

の限りでない。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要 

な事項は、教育委員会規則で定める。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 


